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各学校における働き方改革へのご理解・ご協力について（お願い） 
 

保護者の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃から、本町
の教育振興にご理解、ご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。 
さて、昨今、教職員の長時間勤務の常態化が、社会的にも大きな課題となっております。本町に

おきましても、子供たちの豊かな学びを保証するため、また、教職員の心身の健康の増進や学校の
働き方の見直し等の観点から、国・県と連動しながら教職員の働き方改革を推進しております。 
ついては、今年度も下記について取組を行いますので保護者・地域の皆様には、本取組の趣旨に

ついて何卒ご理解いただき、ご支援・ご協力をいただきますようお願いいたします。 
 

記 
 
１ 留守番対応電話による対応 
学校における早朝・夜間・休日等の勤務時間外の電話対応を、留守番対応電話（音声ガイダンス

対応・録音機能なし）による対応に切替える。 

・緊急を要する場合（児童生徒の生命や安全に関わる事件や事故、虐待等）は、警察・消防や病院
に直接連絡する。緊急時は、警察や町教育委員会から管理職に連絡を入れる体制にしている。 

・行事や諸事情により留守番電話対応となる時間帯が変わる場合には、事前にお知らせする。 
 
＜参考＞県費負担教職員の基本的な勤務時間 
 【小学校】午前８時１５分から午後４時４５分   ※勤務時間以外は、時間外勤務の扱い 
 【中学校】午前８時１０分から午後４時４０分 
 
２ 学校閉庁日（学校に日直等の勤務者を置かず対外的な業務を行わない日）の設定 
＜期間＞ 夏季休業中  令和８年８月１３日(木)から８月１６日(日)までの４日間 

冬季休業中  令和８年１２月２９日(火)から令和９年１月５日(火)までの８日間 
・原則、教職員は出勤しないため、校内業務のほか、電話対応等を含む対外的な業務を行わない。 
・学校閉庁期間中は、問合せ等に対応する者がいないため、留守番電話での対応となる。緊急な連
絡が必要な場合は、学校閉庁期間中の平日（８：３０～１７：１５）については、智頭町教育委
員会に連絡する。 

 小学校 中学校 
授業日（登校日） 午後６時～ 

翌日午前７時３０分 
午後６時～ 
翌日午前７時３０分 

土曜・日曜・祝日などの
休業日、学校閉庁日 

終日 土曜 ：～午前８時、正午～ 
（土曜：長期休業中は終日） 

その他：終日 
長期休業中（平日） 
※学校閉庁日を除く 

午後４時４５分～ 
翌日午前８時１５分 

午後４時４０分～ 
翌日午前８時１０分 

【担当】智頭町教育委員会事務局教育課 初瀬 

電話 ０８５８－７５－３１１２ 



鳥取県の子どもたちのため、

各学校での働き方改革に
引き続きご協力をお願いします。

保護者・地域のみなさまへ

令和７年３月 鳥取県教育委員会

☑ 各学校で働き方改革に向け、学校・教員の業務を見直しています。
引き続き保護者・地域のみなさまのご理解・ご協力をお願いします。
※詳しい内容は裏面をご覧ください。

☑ みなさまのご協力もあり、学校の働き方改革が進められていますが、
まだ多くの教員が長時間勤務を行っている状況です。

☑子どもたちに対して質の高い教育を行っていくためにも、教員の働き
方を見直し、教員が教育活動に注力できる環境を整えていくことを
目指しています。

 本来の勤務時間外に業務を行う時間が「過労死ライン」と呼ばれる月80時間を超える教員も存在しています。

 さらに法令では、時間外業務時間は原則として「月45時間を上限」とするよう定められており、対策が必要です。

働き方改革で…

教員が
忙し過ぎる

教員志願者
の減少

体調不良や
辞職の増加

教員不足

更なる
多忙化

質の高い教育の
実施に支障が
出てしまいます。

悪循環の結果…

…

……

子どもと向き合う
時間が増える

教員の心に
ゆとりができる

研究や学びに
時間をかける

日々の生活で
人間性を高める

教員の仕事が
魅力的になる

教員志願者の
増加

令和の新しい時代に
対応した効果的な
教育を実施します。

教員の時間外業務時間

文部科学省「令和６年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査」をもとに作成

小学校

■４５時間以下 ■45～80時間 ■80時間超
（令和５年度における１ヵ月あたりの平均時間外業務時間）

中学校

23.2%

1.6% 8.1%

34.4%

５.７%

２２．５%

高等学校



■ 教育効果を維持しながら、教員が行う業務の量を見直していきます。

学校における働き方改革の主な内容

■ ＩＣＴ等を積極的に取り入れ、学校業務の効率化を進めていきます。

■「智頭町立学校教育職員の勤務時間の上限に関する方針に係る一部
改訂及び智頭町業務量管理・健康確保措置実施計画」に基づき、各
種取組を進めます。

学校と保護者のみなさまの間での連絡手段のデジタル化は、双方にメリットがあり、全国的にも導入が進んでいます。

鳥取県においても学校ごとにアプリの導入等によるデジタル化を進めています。

◆ 連絡手段のデジタル化について、ご理解をお願いします。

◆ 学校への連絡については、可能な限り勤務時間内に連絡いただく等、ご配慮をお願いします。

◆ 教員が学校教育に注力していくとともに、学校・家庭・地域が一体となって子どもたちを育てていく

 ため、子どもに関わる学校の活動について、連携・協働や分担をお願いします。

◆ 学校行事についても、教育上真に必要な活動を行っていくため、精選や統合、準備の簡素化を図っ

 ていきますので、ご理解をお願いします。

保護者・地域のみなさまへ

保護者・地域のみなさまへ

導入例 デジタル化 保護者のみなさまのメリット 学校のメリット

日常的なお便りの配布
（学校→保護者）

メール等による送付
児童生徒の出し忘れや紛失が
無くなり、確認しやすくなる

印刷、配布業務の大幅な削減
紙・インクの節減

欠席・遅刻の連絡
（保護者→学校）

アプリ等で登録
当日に電話がつながらない等
の時間ロスが無くなる

電話対応時間の大幅な削減
随時状況把握が可能になる

アンケート等の実施
（学校→保護者→学校）

GoogleForms等
による実施

スマートフォン等でいつでも回
答が可能となる

印刷、配布、集計業務の大幅
な削減、効率化

書類による配布

電話連絡

紙による実施

従来の方法

・登下校の際の子どもたちの見守り活動

・授業時間中や放課後における生活・学習支援

・学校内の環境整備（草刈り・花壇整備等） 等

また、勤務時間外における早朝、夜間の電話等の対応は、留守番電話とするなど基本的には行わないこととして
います。各学校で時間、方法等を設定し、お知らせしています。

地域に開かれた学校へ ～琴浦町立聖郷小学校での好事例の取組～

地域への分担をお願いしたい業務の例

○子どもたちは、色々な視点から認めてもらったり、ほめてもらったり

するので、楽しく意欲的に授業に参加しています。

○教員も余裕を持って授業が行えるようになり、児童一人ひとりの

様子にしっかりと目が届くようになりました。

こんないい事があります！

地域に開かれた学校づくりを進める中で、多くの地域ボランティアさんに、体育のサポートや、算数の丸つけをはじめと

した、日々の授業の学習支援等に参加してもらっています。

日々成長する子どもた

ちの姿を間近で見られ

て、やりがいを感じなが

ら活動しています。

活動が子どもたちのよ

りよい教育へつながっ

ていることを実感でき、

嬉しく思います。
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